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七戸町では家族経営協定を推進しています。家族の決まり事について、みんな

で話し合ってみましょう。家族経営協定とは、家族で取り組む農業経営について経

営の方針や家族一人ひとりの役割、就業条件などについて家族みんなで話し合い

ながら取り決めるものです。そして、家族みんなで実行し、必要に応じて内容の

見直しを行うことです。何のためにむすぶの？★農林漁業の経営が家族の話し合

いと男女の共同参画によって充実・成長していくために★家族一人ひとりが尊

重される家族関係を作っていくために★次世代に引き継いでいくために★家

族一人ひとりがお互いに個性と能力を認め合いかけがえのない対等な仲間と

して営む共同経営的な経営にするため 

 

 

 

家 族 経 営 協 定 の す す め 

 

家族経営協定を結んだきっかけは 

家
族
経
営
協
定
が
締
結
さ
れ
ま
し
た 

 

去
る
６
月
11
日
に
２
組
（
福
田
様
ご
家

族
・
工
藤
様
ご
家
族
）、
８
月
22
日
に
２

組
（
山
田
様
ご
家
族
・
長
久
保
様
ご
家
族
）、

９
月
14
日
に
３
組
（
千
葉
様
ご
家
族
・
中

村
様
ご
家
族
・
二
ツ
森
様
ご
家
族
）
の
家

族
経
営
協
定
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

で
９
月
末
現
在
の
家
族
経
営
協
定
締
結
者

は
64
組
と
な
り
ま
し
た
。(

写
真
は
６
月
11

日
の
家
族
経
営
協
定
調
印
式
の
様
子
で
す
。) 
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人 ・ 農 地 プ ラ ン （ 地 域 農 業 マ ス タ ー プ ラ ン ） 策 定 状 況 に つ い て 

前回（１４号）の「農業委員会だより」では「人・農地プラン」と「青年就農給付金」について取り上げました。 

「人・農地プラン」の策定が「青年就農給付金」や「農地集積協力金」の交付要件となりますので、プランの策定状況と今後の

予定がどうなっているのか気になるところです。 

プラン策定は現在町農林課が主体となって進めて 

います。町を２地区（旧七戸町・旧天間林村）に 

分けて策定する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月アンケート調査実施 

（農業経営者・農地所有者２，５６７名に

発送、６６７名から回答、回収率２６％） 

１０月地区計画承認 

９月末検討会 

９月中旬事業受付 

８月２１日～２４日地区説明会 

（七戸地区・天間林地区各２日間実施 

 ４日間で１４３名参加） 

１２月プラン承認申請 

＜経営転換協力金＞ 

【交付対象地域及び交付対象者】人・農地プランを作成した地域で、地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者で 

 ① 土地利用型農業から経営転換する農業者 ② リタイアする農業者 ③ 農地の相続人 となります。 

※ 遊休農地の保有者は、交付を受けられません。戸別所得補償制度の加入者又は加入要件を満たす見込みのある者である必要があります。 

【交付要件】 

１ 交付対象者が行うべき要件 

① 土地利用型農業から経営転換する農業者の場合 

・農地利用集積円滑化団体等に、土地利用型作物を栽培する全ての 

自作地（＝他の農業者に、利用権を設定している農地又は農作業を 

委託している農地を除く。）を白紙委任することが必要です。 

② リタイアする農業者・農地の相続人の場合 

・農地利用集積円滑化団体等に、自留地（10ａ未満の農地）を除く 

全ての自作地（＝他の農業者に、利用権を設定している農地又は農 

作業を委託している農地を除く。）を白紙委任することが必要です。 

２ 人・農地プランの作成単位となった地域が行うべき要件。 

白紙委任の対象となった農地全てに関し、地域の中心となる経営体 

に農地集積を行うことについて、地域の中心となる経営体を含めた 

合意がされていることが必要です。 

３ その他 

交付対象者の農業用機械の取扱いについては、集落・地域の話合い 

の中で、地域全体としての機械コストを小さくする観点から検討 

していただくことが望ましいと考えています。 

農 地 集 積 協 力 金 の 概 要 

１１月検討会 

 

※ 土地利用型農業とは、稲、麦、大豆、そば、なたね、てん菜

及びでんぷん原料用ばれいしょを生産する農業をいいます。 

※ 白紙委任とは、貸付け先の相手を指定しない委任契約のこと

です。 委任期間は１０年以上で、委任の内容は６年以上の農地

の貸付け（農作業委託を含む）の相手方を選定すること。 

※ ブロックローテーションの取組により６年以上の農地の貸

付け等が困難な場合には、ブロックローテーションの取組計画

書に基づく期間とすることが可能です 

※ 農地利用集積円滑化団体等は、市街化区域内の農地の委任は

受けません。 

 

【交付単価】 

① 農林水産省・県から町への配分金額 

0.5ha以下：30万円／戸 0.5ha超2.0ha以下：50万円／戸 

2.0ha超：70万円／戸 

面積は白紙委任をした農地のうち交付要件を満たす面積 

② 町から交付対象者への交付金額 

町への配分金額の範囲内で町が単価を決定して交付 
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農
地
の
あ
っ
せ
ん
売
買
制
度 

 

農
地
の
あ
っ
せ
ん
売
買
は
「
農
地
保
有
合
理

化
事
業
」
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
、
農
地
を
売

る
方
は
譲
渡
所
得
税
の
特
別
控
除
が
年
８
百

万
円
ま
で
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
買
う
方

は
登
録
免
許
税
と
不
動
産
取
得
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。 

こ
の
事
業
に
よ
り
農
地
を
あ
っ
せ
ん
購
入

で
き
る
の
は
認
定
農
業
者
等
の
農
業
者
で
町

が
認
め
た
経
営
規
模
以
上
の
農
家
で
す
。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家のみなさん、あなたの老後生活への

備えは十分ですか。年金は家族一人ひとり

について準備することが大切です。老後の

備えは国民年金プラス農業者年金が基本

です。しっかり積み立て、がっちりサポー

ト、安心で豊かな老後を。 

農業者年金は農業者の方なら広く加入

できます。少子高齢時代に強い年金です。 

保険料の額は自由に決められます。終身

年金で８０歳までの保証付きです。 

公的年金ならではの税制上の優遇措置

があります。農業の担い手には、政策支援

（保険料の国庫補助）があります。 

＊経営移譲年金受給者の方へ 

経営移譲年金受給者の方は農地の売買

や貸し借りはできません、また法人の役員

にもなれません。 

農地の耕作放棄地状態も経営移譲年金

の対象になりませんので十分気をつけて

下さい。 

（詳しくは農業委員会に相談願います。） 

女 性 農 業 者 の 皆 さ ん 、 農 業 者 年 金 に 加 入 し ま せ ん か ！ 

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 

＊この事業は平成２５年度で終了しますので、事業実施希望者は早めに申請願います 

【事業概要】 

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参

入法人等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必要な施設の整備等

の取組を総合的に支援します。 

【事業メニュー】 

① 耕作放棄地を再生利用する活動への支援 

ア再生作業（雑草・雑木の除去等）及び土づくり（肥料、有機質資材の投入等） 

・定額支援【５万円/10a】（重機を用いて行う場合等【１／２以内等】） 

・土づくり（２年目に必要な場合のみ）【２.５万円/10a】 

イ営農定着（再生農地への作物の導入等）【２.５万円/10a 】 

ウ経営展開（試験販売、実証ほ場の設置・運営等）【定額】 

② 施設等の整備への支援 

・基盤整備（用排水施設の整備等）、乾燥調整貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農業体

験施設（市民農園等）、農業用機械・施設等の整備【１／２以内等】 

・小規模基盤整備【２.５万円/10a】 

③ 附帯事業への支援【定額】 

・広域利用調整：都道府県域を越えて行う農地利用調整活動への支援 

・交付金執行事務：交付事務、地域の農地利用調整、普及啓発活動等への支援 

◇戦略作物等を栽培する場合は、土地所有者による再生作業及び農用地区域外（市街

化区域は除く）における取組についても支援対象 

農業経営基盤強化促進法による利用

権設定(貸借)について 

農地の貸し借りを行いたいときに、

農用地利用集積計画による利用権設定

ができます。利用権の設定の特徴とし

て、所有者は貸した農地について期限

がくると必ず返還され、耕作者は借り

た農地を契約期間中は安心して耕作で

き、期間が終了しても利用権の再設定

をすれば、引き続き借りることができ

る制度です。 

○申請に必要な書類 

１．農用地利用集積計画書 

（農業委員会） 

２．申請農地の全部事項証明書 

（法務局） 

３．地籍図（税務課） 

 

※ご不明な点がございましたら農業委

員会事務局までお問合せください。 

 

農 業 者 年 金 に 加 入 し ま し ょ う 
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み
ん
な
で
読
も
う  

 
 
 
 
 

全
国
農
業
新
聞 

  

 

全
国
農
業
新
聞
は
、
農
家
の
経
営

と
生
活
に
役
立
つ
農
家
の
専
門
紙
で

す
。
是
非
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。  

●
発
行
毎
週
金
曜
日  

●
購
読
料 

１
ケ
月 

６
０
０
円  

●
購
読
申
込
は
農
業
委
員
会
へ  

 

農
業
委
員
会
へ
の
農
地
法
許
可
申
請

期
限
は
毎
月
１
日
で
す
。 

（
１
日
が
休
日
の
場
合
翌
日
、
各
月

の
締
め
切
り
日
は
町
民
カ
レ
ン
ダ
ー

の
「
お
知
ら
せ
」
欄
に
記
載
し
て
あ

り
ま
す
） 

申
請
か
ら
許
可
ま
で
の
期
間
は
、

権
利
移
動
は
約
１
ケ
月
、
転
用
は
約

２
ケ
月
か
か
り
ま
す
。 

 

許可不要の場合 

国、都道府県が転用する場合や市町村が土地

収用法対象事業のために転用する場合等 

農 地 転 用 許 可 に に つ い て 

農地法第４条と第５条に基づく転用 

４条：農地の所有者が農地を転用する場合、農地所有者が申請 

５条：農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合、売 

主と買主で申請 

許可権者 

都道府県知事 

（農地が４ha を超える場

合には、農林水産大臣） 

農地転用許可事務の流れ 

■都道府県知事許可の場合 

                    

              

 

                    

 

 

 

■農林水産大臣許可の場合（４ha超） 

 

申請者 農業委員会 都道府県知事 都道府県農業会議 

①申請書提出 ②意見を付

して送付 

⑥指令書

写し送付 

 

農林水産大臣 

③ 

協 

議 

④ 

回 

答 ③許可につき意見を聞く 

④意見提出 ⑤許可指令書交付 

（２haを超えて４ha以下の場合） 

申請者 都道府県知事 農林水産大臣 

①申請書提出 
②意見を付して送付 

④指令書写し送付 ③許可指令書交付 

（注１） 

2ha を超え 4ha 以下の農地について

転用を都道府県知事が許可しようと

する場合には、あらかじめ農林水産大

臣に協議することとされています。 

（注２） 

都道府県においては、4ha以下の農地

の転用許可事務等を市町村に委譲し

ている場合があります 

  

農地法第３条（農地の権利取得）の主な許可基準（譲受人等が下の１～４までの全てに該当する場合許可） 

１不耕作目的での取得制限 

２常時従事しない場合の取得制限 

３下限面積制限 

４効率的利用をしない場合の取得制限 

お
知
ら
せ 

農
業
委
員
会
で
は
次
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
閲
覧
が
で
き
ま
す
。 

一
農
業
委
員
会
総
会
会
議
録 

二
農
業
委
員
会
の
点
検
評
価
・
目
標

及
び
そ
の
達
成
に
向
け
た
活
動
計
画 


